
太陽光発電を巡る動向

令和2年8月20日

山梨県

資料1



エネルギー供給強靭化法における再エネ主力電源化に向けた主要改正項目（R2.6可決）

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）１



再エネ促進法の改正（適正な事業規律）の背景等

◆ 地域の理解・信頼を得るための事業規律の適正化

・再エネ発電事業が、地域に根差した長期安定的な事業として社会の基盤として定
着していくためには、地域からの信頼確保が不可欠である。そのためには、再エネ発
電事業が、事業の開始から終了まで一貫して、適正かつ適切に実施されることを担
保する必要がある。

・2017年の改正再エネ特措法の施行の際、事業計画策定ガイドラインの整備、認
定計画の公表といった枠組みを整備し、これに基づき順次、標識・柵塀の設置義務
違反といった不適切案件への指導、地域での先進的な取組事例の共有の場として
の情報連絡会の開催といった累次の対策を行ってきた。また、今般の再エネ特措法
改正において、太陽光発電の廃棄費用の積立制度や、公表情報の拡大に関して
規定。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）

２



再エネ促進法の改正（適正な事業規律）の背景等

◆ 地域の理解・信頼を得るための事業規律の適正化（地域連絡会の活用）

・FIT制度の開始以降、全国の各地域でトラブルになる再エネ設備が増加。このため、
FIT法では、条例も含めた関係法令の遵守を義務付け、関係法令遵守違反の場合
には、指導及び助言、改善命令、認定取り消し等の対応を行うこととしている。条例を
関係法令に含めたのは、地域の特性や事情が様々であることから、地域でのルールを国
が法令等で一方的・一律的に求めることは適切ではないという考え方によるもの。

・上記の仕組みが実効性あるものとなるためには、地方自治体による条例策定等の
自立的な制度整備が必要となるが、国もそれを支援することが求められている。

・このため、条例策定等の地域での再エネ理解促進のための先進的な取組を進めて
いる自治体の事例等を全国に共有する場として、地方自治体と関係省庁を参加者と
する連絡会を設置し、これまで４回実施。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）
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太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度

・太陽光発電設備の廃棄処理は、廃棄物処理法に基づき、事業者に責任がある
が、参入障壁が低く様々な事業者が取り組み、事業主体の変更も行われやすいた
め、有害物質（鉛、セレン等）を含むものもある太陽光パネル等が、発電事業
終了後、放置・不法投棄されるという地域の懸念が顕在化。

・FIT制度では、調達価格等算定委員会において廃棄等費用を想定した上で調
達価格を算定してきているが、廃棄等費用の積立て実施事業は２割以下。

・改正法において太陽光発電設備の廃棄等費用の積立て制度について措置。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）
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長期未稼働に対する失効制度

・過去の認定時の高い調達価格の権利を保持したまま、長期にわたり、運転を開
始しない案件が大量に滞在することにより、将来的な国民負担増大の懸念等の問
題が生じている。

・未稼働の状態のまま、認定時点のコストで算定した高い調達価格が保持されるこ
とに加え、認定設備に係る系統容量が使われないまま確保され、国民負担の増加
や新規事業者の系統利用の阻害リスクが生じる。

・今般の抜本見直しに伴う法改正に認定失効制度を盛り込んだ。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）５



地域の要請に応え持続可能な導入拡大を実現する取り組みの促進

◆ 小規模事業用太陽光発電の地域活用要件

・需要一体・地産地消の電源や地域分散型のエネルギーシステムについて、昨今の災
害時のレジリエンス強化にも資するものとして需要が高まっている。

・これまでの議論の中で、小規模事業用太陽光発電・小規模地熱発電・バイオマス
発電・小水力発電は、地域活用電源と位置づけ。小規模事業用太陽光発電(10-
50kw)については、今年度から自家消費費型の要件を決定。

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会等合同会議（R2.7.22）

□ 地域活用電源に係る制度の考え方

・地域活用電源については、レジリエンスの強
化・エネルギーの地産地消に資するよう、電源
の立地制約等の特性に応じ、FIT認定の要
件として、自家消費や地域一体的な活用を
促す地域活用要件を設定。

小規模太陽光（10-50kw）は、
⇒2020年4月から自家消費型にFIT適用

＜自家消費型要件＞＝①②の両方
①再エネ発電設備の設置場所で少なくとも
30％の自家消費等を実施すること
②災害時に自立運転を行い、給電用コンセ
ントを一般の用に供すること
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